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表 2-1-1 大気に係る環境基準 
物  質 環 境 上 の 条 件 

二酸化硫黄 

（S48.5.16告示） 

1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であり、かつ、1

時間値が 0.1ppm以下であること 

二酸化窒素 

（S53.7.11告示） 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までの

ゾーン内又はそれ以下であること 

一酸化炭素 

（S48.5.8告示） 

1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1

時間値の 8時間平均値が 20ppm以下であること 

浮遊粒子状物質 

（S48.5.8告示） 

1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m３以下であり、かつ、

1時間値が 0.20mg/m３以下であること 

光化学オキシダント 

（S48.5.8告示） 
1時間値が 0.06ppm以下であること 

ベンゼン 

（H9.2.4告示） 
1年平均値が 0.003mg/m３以下であること 

トリクロロエチレン 

（H9.2.4告示） 
1年平均値が 0.2mg/m３以下であること 

テトラクロロエチレン 

（H9.2.4告示） 
1年平均値が 0.2mg/m３以下であること 

ジクロロメタン 

（H13.4.20告示） 
1年平均値が 0.15mg/m３以下であること 

ダイオキシン類 

（H11.12.27告示） 

2,3,7,8‐四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換

算した年平均値が 0.6pg-TEQ/m３以下であること 

微小粒子状物質

（H21.9.9告示） 

1年平均値が 15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値

が 35μg/m3以下であること 

 

表 2-1-2 光化学オキシダント生成防止のための指針値 
物  質 環 境 上 の 条 件 

非メタン炭化水素 
（S51.8.13通知） 

午前 6 時～9 時の 3 時間平均値が 0.20ppmC～
0.31ppmCの範囲以下にあること 

 

表 2-1-3 有害大気汚染物質による健康リスクの低減 
を図るための指針値 

物  質 環 境 上 の 条 件 

アクリロニトリル 
（H15.9.30通知） 

1年平均値が 2μg/m３以下であること 

塩化ビニルモノマー 
（H15.9.30通知） 

1年平均値が 10μg/m３以下であること 

水 銀 
（H15.9.30通知） 

1年平均値が 0.04μg-Hg/m３以下であること 

ニッケル化合物 
（H15.9.30通知） 

1年平均値が 0.025μg-Ni/m３以下であること 

クロロホルム 
（H18.12.20通知） 

1年平均値が 18μg/m３以下であること 

1,2－ジクロロエタン 
（H18.12.20通知） 

1年平均値が 1.6μg/m３以下であること 

1,3－ブタジエン 
（H18.12.20通知） 

1年平均値が 2.5μg/m３以下であること 

ヒ素及び無機ヒ素化合物 
（H22.10.15通知） 

1年平均値が 6ng-As/m３以下であること 

マンガン及び 
無機マンガン化合物 

(H26.5.1通知) 

1年平均値が 0.14μgMn/m３以下であること 

 

第 2 章 環境の現状と対策 

第１節 大気環境    

二酸化硫黄や降下ばいじん、浮遊 

粉じん中の重金属など、かつて本市 

で問題となっていた大気汚染の多く 

は、昭和 60年代以降著しく改善して 

います。 

しかし、光化学オキシダントは依 

然として環境基準を達成できていま 

せん。平成 24年 10月から測定を開 

始した微小粒子状物質も環境基準を 

達成できていません。また、過去に 

基準を超えたベンゼンは環境基準を 

達成していますが、今後も監視を継 

続する必要があります。 

 

１ 大気汚染と環境基準 

大気汚染とは、人間の活動に伴っ 

て排出された物質（汚染物質）が大 

気中に存在することによって、人の 

健康及び生活環境に好ましくない影 

響を及ぼす状態を指します。 

代表的な大気汚染物質には、大気 

環境保全の目標となる環境基準が定 

められています。 

環境基準は「人の健康を保護し、 

生活環境を保全する上で維持される 

ことが望ましい基準」として、環境 

基本法第 16条に基づき、汚染物質ご

とに定められています（表 2-1-1）。  

これは、環境保全施策を実施してい 

く上での目標として位置づけられて 

います。また、環境基準に準じるも 

のとして、２種類の指針値が定めら 

れています（表 2-1-2、表 2-1-3）。 
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２ 大気汚染の監視体制   

本市は、大気汚染防止法に基づいて、環境基準が設定されている大気汚染物質（以下「環境

基準項目」という。）の常時監視を行っています。また、環境基準が設定されていない物質の

測定も定期的に行っています。 

測定地点を図 2-1-1に、測定局と測定項目の関係を表 2-1-4に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 大気汚染監視測定局 

  

○ 一 般環境 大気測 定局：大気汚染防止法第 22条に基づき、環境大気の汚染状況を監視するた

めの測定局で、工場の煙や自動車の排気ガスなどが直接影響しない場

所に設置 

△ 自動車排出ガス測定局：大気汚染防止法第 20条に基づき、自動車から出る排気ガスによる大

気汚染の状況を監視するための測定局で、大きな交差点や幹線道路の

沿道付近に設置 
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表 2-1-4  大気汚染測定局と測定項目 （平成 30年 3月 31日現在） 

測

定

局 

地

図

番

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測

定

局 

用

途

地

域

区

分

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 基 準 項 目 
環境基準がない

項目 

参考

項目 

 

月 1回 

年 

4 
回 

1時間に 1回 月 1回 
1時間

に 1回 

ベ
ン
ゼ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

二
酸
化
硫
黄 

窒
素
酸
化
物 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

炭
化
水
素 

そ
の
他
の
有
害
大
気
汚
染
物
質 

降
下
ば
い
じ
ん 

重
金
属 

雨
量
・
温
度
・
湿
度
・
日
射 

風
向
・
風
速 

一 

般 

環 

境 

大 

気 

1 国設大牟田 商業 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ 

2 三川 住居 ○     ◎ ◎  ◎ ◎   ○    ◎  

3 新地 住居 ○    ○ ◎ ◎   ◎ ◎  ○ ○ ○  ◎  

4 七浦 住居 ○     ◎   ◎ ◎  ◎ ○    ◎  

5 橘 住居      ◎ ◎  ◎ ◎       ◎  

6 勝立 住居      ◎ ◎  ◎ ◎       ◎ 

 
自
動
車

排
出
ガ

ス 

7 不知火 商業       ◎ ◎  ◎  ◎      

測定数合計 4 1 1 1 2 6 6 2 5 7 2 3 4 2 2 1 6 

※ ◎印は、自動測定機によって測定し、テレメータシステムによってデータ収集している 
※ 窒素酸化物は一酸化窒素、二酸化窒素の測定 

※ 炭化水素はメタンと非メタン炭化水素の測定 

※ 炭化水素には環境基準は定められていないが、非メタン炭化水素に指針値が定められている 

※ その他の有害大気汚染物質の詳細な測定項目は資料編参照 

※ 国設大牟田局の全ての測定項目は環境省が測定（降下ばいじんを除く） 

 

 

（１）環境基準項目の測定（常時監視） 

環境基準項目は、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）６局（国設局（国

が設置し、市に保守管理を委託している測定局）１局を含む。）と自動車排出ガス測定

局（以下「自排局」という。）１局で常時監視しています。このうち自動測定機で測定

している項目は、大気環境常時監視システムによるデータ収集を行い、集中的に監視し

ています。 

また、国、県などの関係機関に測定データの提供を行うとともに市民には市のホーム

ページを通し情報提供を行っています。 
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（２）環境基準項目以外の測定 

環境基準項目以外に、降下ばいじん、重金属及び一部の有害大気汚染物質の測定を定 

期的に実施しています。 

 

３ 大気汚染の状況    

環境基準項目の環境基準達成状況を表 2-1-5 に示します。平成 29 年度は、測定を行った項

目のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質で環境基準を達成しまし

た。 

光化学オキシダントは、全国の測定局でも環境基準の達成状況は極めて低い水準となってい 

ます（平成 28 年度の達成率は、一般局、自排局ともに 0.0％）。本市でも昭和 49 年の測定開

始以降、環境基準の未達成が続いています。 

環境基準が設定されていない降下ばいじん、重金属は、昭和 40～50年代と比較すると、近 

年は大幅に低い値で推移しています。 

【評価の方法】 

○二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質 

以下の二つの条件を満たしていること 

①1年間の日平均値のうち、高いほうから

2％にあたる部分を除いた後の最高値が

環境基準値を超えていないこと 

②日平均値が環境基準値を 2 日以上連続

して超えていないこと 

○二酸化窒素 

1 年間の日平均値のうち、低いほうから

98％の範囲にある最高値が環境基準値を超

えていないこと 

○光化学オキシダント 

1年間を通して昼間（5時～20時）の 1時

間値が、環境基準値を超えていないこと 

○微小粒子状物質 

 以下の二つの条件を満たしていること 

①1年間の日平均値のうち、低いほうから

98％の範囲にある最高値が環境基準値

を超えていないこと 

②1年間の平均値が環境基準値を超えてい

ないこと 

○有害大気汚染物質 

1 年間の平均値が環境基準値を超えていな

いこと 

表 2-1-5 平成 29年度の環境基準達成状況 

測定項目 

 

 

  

 測 定 局 

二
酸
化
硫
黄 

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

有害大気汚染物質 

ベ
ン
ゼ
ン 

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

一 
 

般 
 

局 

国設大牟田 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

三川 ○ ○  × ○  ○     

新地 ○ ○   ○ × ○    ○ 

七浦 ○   × ○  ○     

橘 ○ ○  × ○       

勝立 ○ ○  × ○       

自

排

局 

不知火  ○ ○ 

 

○       

※  ○は達成、×は未達成、－は無効、空欄は測定していな

いことを示す 

※  国設大牟田局の全ての測定項目は環境省が実施 
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（１）二酸化硫黄 

二酸化硫黄は、石油や石炭等に含まれ

る硫黄分が、燃焼することで発生します。 

昭和54年度に全局で環境基準を達成し

て以降、良好な状態を維持しています（図

2-1-2）。 

 

（２）二酸化窒素  

二酸化窒素などの窒素酸化物は、主に

ものの燃焼に伴って発生します。 

近年、一般局及び自排局ともに濃度に

大きな変動はなく、環境基準を達成・維

持しています（図 2-1-3）。 

 

（３）一酸化炭素 

一酸化炭素の主な発生源は、自動車か

らの排出ガスです。 

一般局、自排局ともに濃度に大きな変

動はなく、測定開始以来、環境基準を達

成・維持しています（図 2-1-4）。 

 

（４）粒子状物質  

大気中の粒子状物質は、工場・事業場

からのばいじんや粉じん、自動車の排出

ガスに含まれる黒煙、黄砂や道路の粉じ

ん、稲わら焼きなどがあり、自重や雨の

作用などにより地表面まで降下してくる

「降下ばいじん」とそれ以外の「浮遊粉

じん」に分類されます。 

浮遊粉じんのうち、粒径が 10μm以下

のものを浮遊粒子状物質、2.5μm以下の

ものを微小粒子状物質といい、環境基準

が定められています。 

本市では、自動測定機による浮遊粒子

状物質、微小粒子状物質の常時監視の他

に、降下ばいじん、浮遊粉じん中の重金

属を測定しています。 

  

 
※ 一般における「1日平均値の 2％除外値」の 
平均値の推移 

図 2-1-2 二酸化硫黄濃度 

 

 
※ 一般局と自排局における「1日平均値の 98％値」 

の平均値の推移 

図 2-1-3 二酸化窒素濃度 

 

 

※ 一般局と自排局における「1日平均値の 2％除外値」
の平均値の推移 

図 2-1-4 一酸化炭素 

 

 
※ 一般局と自排局における「1日平均値の 2％除外値」

の平均値の推移 

図 2-1-5 浮遊粒子状物質 
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ア 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

概ね漸減傾向にあり、平成 29 年度は全

局で環境基準を達成することができました。 

なお、環境基準達成状況は黄砂等の気象

現象の影響を受け、大きく変動します（図

2-1-5）。 

 

イ 微小粒子状物質（ＰＭ２.５） 

平成 24年 10月から新地局で測定を開始

し、平成 28 年度から日平均の環境基準を

達成しています（図 2-1-6）。 

 

ウ 降下ばいじん   

降下ばいじんは、昭和 37年の 30.4 

ｔ/km2・月を最高値に、その後大幅に減   

少し、近年は３ｔ/km2・月以下で推移し 

ています。なお、平成３年から５年まで 

の３年間は、雲仙普賢岳の噴火による火 

山灰の影響と考えられる一時的な増加  

が認められました（図 2-1-7）。 

 

エ 浮遊粉じん中の重金属  

昭和 45 年に農用地のカドミウム汚染を

きっかけとして、カドミウムによる大気汚

染が明らかになりました。昭和 50 年に汚

染源であった市内亜鉛精錬工場と、福岡県、

大牟田市、熊本県、荒尾市との間で、カド

ミウムの環境濃度の目標値を0.1μg/m３以

下とする公害防止協定を締結しました。昭

和 50 年代後半には、発生施設の規模縮小

や原料の変更などの対策によって、カドミ

ウムによる大気汚染は大きく改善されまし

た。 

近年は全地点で協定目標値よりも二桁低

い濃度で推移しており、鉛及び亜鉛の分析

値も低い値で推移しています（図 2-1-8）。 

 

 

 
※「1日平均値の 98％値」と「年平均値」の推移 

図 2-1-6 微小粒子状物質の量 

 

 
※ 全測定局における「年間平均値」の推移 

図 2-1-7 降下ばいじんの量 

 

[ カドミウム ] 

 

 

[ 鉛・亜鉛 ] 

 

図 2-1-8 浮遊粉じん中の重金属濃度 
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（５） 光化学オキシダントと炭化水素 

ア 光化学オキシダント 

光化学オキシダントは、窒素酸化物や不 

飽和炭化水素などが、太陽光（紫外線）の作

用によって化学反応を起こすことにより、

大気中で生成します（二次汚染物質）。近

年、高度経済成長が著しい大陸（東アジア）

からの移流があると指摘されています。 

福岡県では、大気汚染防止法に基づく 

緊急時の措置として「福岡県光化学オキシ

ダントに係る緊急時対策基本要綱」を策定

し、注意報や警報の発令基準等を定めてお

り、本市はこの要綱に基づき緊急時の体制

を整備しています。 

平成 29 年度は、全測定局で環境基準を

達成しておらず、３月から９月に環境基準

を超過した日が頻発しましたが、注意報を

発令するまでには至りませんでした（図

2-1-9、図 2-1-10）。春先から晩夏の日中

に高濃度になる傾向が強く、３月から８月

の間は特に監視体制を強化しています。 

 

イ 非メタン炭化水素 

非メタン炭化水素とは、メタン以外の炭

化水素の総称であり、主な発生源は塗装施

設、ガソリンスタンド、化学プラント及び

自動車です。非メタン炭化水素には環境基

準が設定されていませんが、光化学オキシ

ダントの発生防止対策としての指針値があ

ります。 

近年、濃度は減少傾向にあり、指針値を

達成していますが、今後とも注意深く監視

していく必要があります（図 2-1-11、図

2-1-12）。 

 

  

 

※ 全局の「1時間値の年間最高値」の平均値の推移 

図 2-1-9 光化学オキシダントの 1時間値の最高値 
 

 
※ 全局の月ごとの「1時間値の最高値」及び「環境基

準超過日数」の平均値の月別推移 

図 2-1-10 光化学オキシダントの 1時間値の 

   最高値及び環境基準超過日数 
 

 
※ 一般局と自排局における「6時から 9時までの 3時

間平均値」の平均値の推移 

図 2-1-11 非メタン炭化水素の 6時から 

    9時までの 3時間平均値 
 

 
※ 一般局と自排局における「6時から 9時までの 3時間

平均値が 0.31ppmCを超えた日数」の平均値の推移 

図 2-1-12 非メタン炭化水素の指針値超過日数 
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※ 全測定局の年間平均値の推移 
※ 測定頻度は 1回/月 
 

図 2-1-13 ベンゼン濃度 

 

 
※ 各測定局の年間平均値の推移 
※ 測定頻度は 4回/年 
※ 市局は、平成 9 年度から 18 年度までは明治局、19 年度

からは新地局で実施 
 

図 2-1-14 ダイオキシン類濃度 
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

H9 13 17 21 25 29

（μ g/m3）

（年度）

環境基準

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

H9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

（年度）

市設局

国設局

環境基準

（pg-TEQ/m3）

（６） 有害大気汚染物質   

有害大気汚染物質とは、人に対する発ガン性や慢性毒性など、低濃度・長期的曝露による

健康影響が懸念される物質です。 

現在、248 物質が「有害大気汚染物質

に該当する可能性のある物質」として選

定され、このうち 23 物質が、「健康リス

クがある程度高いと考えられる有害大気

汚染物質」（優先取組物質）として選定さ

れています（表 2-1-6）。 

本市の地域では、優先取組物質の常時

監視を、平成 12年度から国が行っていま

す。また、本市でも発生源周辺等の常時

監視を３地点で５物質を対象として実施

しています。 

 

ア ベンゼン 

平成９年度の調査により、ベンゼン 

が環境基準を超過していることが明ら

かになり、市は県と連携し、主な発生

源と推定された化学工場等の実態調査

を実施してきました。 

平成 13年９月、市内の主なベンゼン

排出者である三井化学㈱、三井化学ポ

リウレタン㈱（平成 22 年３月 31 日現

在、三井化学㈱）、デンカ㈱は、環境

省の指針に基づき、平成 15年度までの

３カ年を実施期間とする「ベンゼン排

出抑制計画（地域自主管理計画）」を

策定し、自主的にベンゼンの排出抑制

を開始しました。 

その結果、平成 14年度には環境基準

を達成するまでに改善しました（図

2-1-13）。計画に基づく事業者の削減

対策は平成 15 年度に完了し、平成 14

年度以降は全ての測定地点で環境基準

を達成しています。 

 

 

 

表 2-1-6  優先取組物質 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

アクリロニトリル 

アセトアルデヒド 

塩化ビニルモノマー 

塩化メチル 

クロム及び 

三価クロム化合物 

六価クロム化合物 

クロロホルム 

酸化エチレン 

1,2-ジクロロエタン 

ジクロロメタン 

水銀及びその化合物 

ダイオキシン類 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

テトラクロロエチレン 

トリクロロエチレン 

トルエン 

ニッケル化合物 

ヒ素及びその化合物 

1，3-ブタジエン 

ベリリウム及び 

その化合物 

ベンゼン 

ベンゾ［ａ］ピレン 

ホルムアルデヒド 

マンガン及びその化合物 

※ 太字は、環境基準が定められている物質 
※ 下線は、指針値が定められている物質 
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※ 大気汚染防止法や県条例では、事業所を工場（製造業や発電所など）と事業場（非製造業や廃棄物処理業な

ど）とに区別して規制しており、工場に対する権限は県が、事業場に対する権限は本市が有している 
※ 悪臭防止法では、工場・事業場の区別は無い 
※ ダイオキシン類対策特別措置法の立入権限等は県が有している 

※ Ｋ値規制は対象施設ごとに算出される値（Ｋ値）により、対象物質の排出量を規制する量規制の一種 
※ 総量規制基準は対象施設を設置する事業所ごとに適用される 
※ 大気汚染防止法に基づく総量規制基準は、燃料使用量（重油換算値）が 1.0kL/hrの事業所に適用される 

イ その他の環境基準項目 

ベンゼン以外に環境基準が定められている４物質（トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類）については、測定開始以来、全地点で環境

基準を達成・維持しています。ダイオキシン類の結果を図 2-1-14に示します。 

 

４ 大気汚染防止対策   

大気汚染防止の基本は、工場・事業場などの固定発生源や自動車などの移動発生源から排出

される汚染物質の量を減らすことです。市は、大気汚染防止法などの法令や環境保全協定（公

害防止協定）に基づき、県とも連携しながら固定発生源の監視・指導を行っています。 

 

表 2-1-7 法令による発生源対策（規制）の概要 

法令 
固定発生源 対象物質と規制基準等 

分類名 種類・条件 物質名 規制基準等 

大防法 

ばい煙発生施設 
一定規模以上のボイラー、

廃棄物焼却炉等 
ばい煙 

硫黄酸化物 
排出 

基準 

Ｋ値規制 

又は総量規制 

ばいじん 濃度規制 

有害物質 濃度規制 

一般粉じん発生施設 一定規模以上の堆積物等 粉じん（石綿除く） 構造・使用・管理基準 

特定粉じん発生施設 一定規模以上の研磨機等 石綿 
敷地境界基準 

（濃度規制） 

特定工事 
特定粉じん排出等作業を

伴う建設工事 
石綿 作業基準 

指定物質排出施設 
指定物質を使用する一定

規模以上の施設 

指定物質 

（ﾍﾞﾝｾﾞﾝなど 3物質） 
抑制基準（濃度規制） 

揮発性有機化合物 

排出施設 

揮発性有機化合物を排出

する一定規模以上の施設 
揮発性有機化合物 排出基準（濃度規制） 

特定施設 特定物質を発生する施設 
特定物質 

（ｱﾝﾓﾆｱなど 28物質） 
なし 

自動車 移動発生源 
自動車排出ガス 

（一酸化炭素など５物質） 
排出基準（濃度規制） 

悪臭 

防止法 

事業場における事業

活動全般 

特定悪臭物質を排出する

事業場 

特定悪臭物質 

（ｱﾝﾓﾆｱなど 22物質） 

濃度

規制 

敷地境界基準 

気体排出基準 

排出水基準 

悪臭原因物を排出する事

業場 

悪臭原因物である 

気体全般 

臭気

指数

規制 

敷地境界基準 

気体排出基準 

排出水基準 

県条例 
ばい煙に係る 

特定施設 

一定規模以上のボイラー

（ばい煙発生施設を除く） 
ばい煙 

硫黄酸化物 
排出 

基準 

Ｋ値規制 

ばいじん 濃度規制 

有害物質 なし 

ダイオキシン

類対策 

特措法 

大気基準適用施設 
一定規模以上の廃棄物焼

却炉等 
ダイオキシン類 

排出基準 

（濃度規制） 
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（１） 法令等による固定発生源対策 

工場、事業場などの固定発生源から発生する大気汚染物質は、「大気汚染防止法」や「福

岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「県条例」という）」、「ダイオキシン類

対策特別措置法」などにより規制されています。また、特に規模の大きい工場等とは、環境

保全協定（公害防止協定）を締結しています。 

 

ア 大気汚染防止法 

大気汚染防止法は、環境基準の達成・維持と健康の保護及び生活環境の保全を目的とし

て、発生源が排出するばい煙、粉じん、指定物質（有害大気汚染物質）について表 2-1-7

のように分類し、規制しています。ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排

出等作業、揮発性有機化合物排出施設（ＶＯＣ排出施設）については事前届出が義務づけ

られています。なお、ＶＯＣ排出施設は、光化学オキシダント対策として平成 18年４月１

日に法が施行され、排出基準が規定されました。 

本市は、ばい煙発生施設等を設置する事業場（非製造業）への立入権限を有しているほ

か、県職員の併任辞令によって工場（製造業）への立入権限も有しています。これらの権

限により、必要と認められる場合は立入検査や報告の徴収を行い、事業場や工場を監視・

指導しています。 

 

イ 県条例 

大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当しない伝熱面積５㎡以上10㎡未満の小型ボイラ

ーを「ばい煙に係る特定施設」として規制しています。対象施設は、設置、構造変更につ

いて事前の届出が義務づけられています。  

ばい煙にかかる特定施設を設置する事業場・工場に対しても、住民からの苦情が寄せら

れるなど、必要と認められる場合は立入検査や報告の徴収を行い、監視・指導しています。 

 

ウ 悪臭防止法 

悪臭防止法は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排

出を規制しています。規制の方法には、特定悪臭物質（22物質）の濃度規制と悪臭原因物

全般に対する臭気指数規制とがあり、本市は濃度規制を行っています。 

特定悪臭物質を排出し、周辺環境へ影響を及ぼす恐れがある場合は、立入検査や報告の

徴収を行い、監視・指導しています。 

 

エ ダイオキシン類対策特別措置法 

大気中のダイオキシン類は、大気汚染防止法で有害大気汚染物質のひとつに選定されて

いますが、発生源対策は、ダイオキシン類対策特別措置法で規定され、排出ガス及び排出

水に関する規制について、それぞれ適用される施設（特定施設）に事前届出制度や排出基

準等が定められています。本市には、本法に基づく立入権限はありませんが、県職員の併

任辞令によって、立入権限を有しています。この権限により、必要と認められる場合は立
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入検査や報告の徴収を行い、事業場や工場を監視・指導しています。   

 

オ 環境保全協定（公害防止協定） 

主な事業所と環境保全協定(公害防止協定)を締結し、ばい煙等の自主検査の実施・報告及

び立入検査などを定め、監視・指導が円滑に行えるようにしています。 

 

（２） 立入検査の結果 

平成 29年度は、大気汚染防止法などの法令に基づき、延べ６事業所（２工場、４事業場）

の立入検査を行いました。（表 2-1-8）。 

 

 

 

 

表 2-1-8 立入検査件数 

項   目 工 場 事業場 計 

1)ばい煙調査 0  0  0  

2)燃料調査 0 （0） 4 （0） 4 （0） 

燃料調査（県条例） 0  0  0  

3)有害大気汚染物質調査 0  0  0  

4)ダイオキシン類調査 1 （0） 0  1 （0） 

5)一般粉じん発生施設 0  0  0  

6)特定粉じん排出等作業 6 （0） 0 （0） 6 （0） 

7)悪臭防止法に基づく立入 0  0  0  

8)事故調査・その他 0  0  0  

9)延べ立入件数 7 （0） 4 （0） 11 （0） 

10)延べ立入事業所数 2 （0） 4 （0） 6 （0） 

備考： 

1） ばい煙調査： ばい煙発生施設の排出ガス調査（煙道測定） 

2） 燃料調査： ばい煙発生施設で使用する重油の硫黄分含有量調査 

3） 有害大気汚染物質調査： ばい煙発生施設を設置する工場に設置された、有害大気汚染物質を排出す

るおそれのある施設等の排出ガス等調査（発生源及び周辺環境の測定） 

4） ダイオキシン類調査： ダイオキシン類対策特別措置法に基づく立入検査 

5） 一般粉じん発生施設： 一般粉じん発生施設の届出をしている事業場についての現況調査 

6） 特定粉じん排出等作業： 特定粉じん排出等作業の届出がされた特定工事の作業基準適合状況調査 作

業場の数として計数した 

7） 悪臭防止法に基づく立入： 悪臭原因物を排出している恐れのある工場等への立入件数 便宜的に工

場・事業場に分けて計数した 

8） 事故調査・その他： 事故時の現地調査、協定に基づく立入調査など 

9） 延べ立入件数： 「ばい煙調査」から「事故調査」までの合計 

10） 延べ立入事業所数： 「延べ立入件数」のうち、重複する事業所を 1事業所として計数したもの 特

定粉じん排出等作業については、1事業所内に複数の作業場があった場合は、1として計数した 

※ 表中（ ）内の数は各欄の調査における基準不適合等の件数を示す 

※ 工場・事業場の別は、大気汚染防止法に基づく 

※ 調査回数は、一つの目的につき 1 回とした（一つの目的のために数日を要する調査（事前聴き取りも

含む）は合わせて 1 回、1 回の調査で複数の項目に該当する調査を行う場合は項目ごとに分けて複数回

と数えた） 
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第２節 水環境   

昭和 40 年代に行われた排水基準強化などの法令整備や公害防止協定の締結により、工場排

水が流入していた大牟田川の水質は大幅に改善されました。しかし、その後も生活排水による

水質汚濁が続いたことから、市内河川の環境基準の達成状況を確認しています。 

 

１ 河川の現況    

（１） 河川の概況 

市内には、二級河川７本、準用河川１本、 

普通河川 33 本があります。二級河川は東

から西へ流れ、有明海に注いでいます。全

般的に自然流量が少なく、潮止堰等で水が

常時停滞しているので、富栄養化による藻

類の発生がたびたび見られます。大牟田川

以外の二級河川は農業用水として利用され

ています（表 2-2-1）。 

 

（２） 環境基準の類型指定 

河川の水質汚濁の環境基準は、「人の健

康の保護に関する項目（健康項目）」と「生

活環境の保全に関する項目（生活環境項目）」

に分けて設定され、健康項目は、全国一律

の基準としてカドミウムなど 27項目が、生

活環境項目は、生物化学的酸素要求量（Ｂ

ＯＤ）など５項目が基準として定められて

います。基準値は利水目的に応じた６段階

（ＡＡ、Ａ～Ｅ）の類型に分かれています。

現在、市河川では５河川が類型指定され、生活環境項目の基準が設定されています（表2-2-2）。

また、平成 29年４月に県は、「水生生物の保全に係る水質環境基準（全亜鉛、ノニルフェノー

ル、ＬＡＳ）」の類型指定において、諏訪川をＢ類型に指定しました。 

 

（３） 監視測定 

河川の水質の監視測定は、環境基準点

（９地点）と補助地点（９地点）で行って

います（図 2-2-1）。環境基準点では、県

が水質汚濁防止法に基づいて行い、補助地

点では、市が環境基準点を補完する目的で

行っています。 

各地点の項目別の測定地点数、回数は表 2-2-3のとおりです。 

表2-2-1 主要河川（二級河川）の概況 

水系名 河川名 河川延長(m) 利水状況 

隈川 隈川 8,080 農業用水 

堂面川 

堂面川 8,050 農業用水 

白銀川 6,910 農業用水 

白銀川 

放水路 
1,200 農業用水 

長溝川 2,970 農業用水 

大牟田川 大牟田川 7,150 ― 

諏訪川 諏訪川 
7,850 

（大牟田市内） 

工業用水 

農業用水 

※ 河川延長は福岡県南筑後県土整備事務所（旧大牟田土木事務所）調べ 

 

表 2-2-2 大牟田市内河川の類型 

河川名 範囲 類型 

隈川 
鹿児島本線鉄橋より上流 A 

鹿児島本線鉄橋より下流 B 

堂面川 全域 B 

白銀川 
三池電力所横堰より上流 A 

三池電力所横堰より下流 B 

大牟田川 大牟田川港湾区域※を除く全域 B 

諏訪川 
潮止堰より上流 A 

潮止堰より下流 B 

※ 大牟田市西新町 9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点か 

ら対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域 

表 2-2-3 監視測定の地点数及び測定回数 

測定項目 
県（環境基準点） 市（補助地点） 

地点数 回数 地点数 回数 

健康項目 9 1 3 1 

生活環境項目  9 12 9 6 
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図 2-2-1 市内河川の環境基準点及び補助地点 

 

（４） 水質の現況  

河川の代表的な水質指標であるＢＯＤの環境基準適合率は、環境基準点で 55.6％、補助地点

も 55.6％でした（表 2-2-4）。これは、県内全河川の適合率 76.8％、全国河川の適合率 94.0％

と比較して低い状況です。 

一方、健康項目については調査した全ての地点で環境基準に適合していました。 

表 2-2-4 環境基準点及び補助地点のＢＯＤ（75％値）適合状況 （平成 29 年度） 

番

号 
環境基準点 

基準値 

(mg/L) 

BOD(75%値)

と適否 

番

号 
補助地点 

基準値 

(mg/L) 

BOD(75%値)

と適否 

❶ 塚崎橋 2以下 3.2 × ①  亀崎橋 2以下 3.4 × 

❷ 三池干拓内橋 3以下 3.6 × ② 田町橋 3以下 6.1 × 

❸ 御幸返橋 3以下 3.2 × ③ 前田橋 3以下 2.9 ○ 

❹ 新堂面橋 3以下 2.4 ○ ④ 新高田橋 2以下 1.1 ○ 

❺ 三池電力所横井堰 2以下 1.7 ○ ⑤ 甘木橋 3以下 6.1 × 

❻ 新川橋 3以下 3.0 ○ ⑥ 安入寺橋 3以下 2.6 ○ 

❼ 五月橋 3以下 3.0 ○ ⑦ 七浦橋 3以下 4.6 × 

❽ 馬場町取水堰 2以下 3.5 × ⑧ 教楽来橋 2以下 0.7 ○ 

❾ 三池鉄道河口鉄橋 3以下 2.2 ○ ⑨ 臼井橋 2以下 1.0 ○ 

ＢＯＤ（75％値）の平均 2.9 ＢＯＤ（75％値）の平均 3.2 

環境基準適合率（％） 55.6 環境基準適合率（％） 55.6 

調査地点 
●環境基準点 

○補 助 地 点 

※数字は表 2-2-4参照 
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H 

（５） 水系ごとの水質汚濁（ＢＯＤ）の推移 

ア 隈川水系   

隈川は、本市と隣接するみやま市との境  

界付近を流れる二級河川で、農業用水に利  

用されています。自然水量が少なく、生活 

排水が流入し、藻類等の発生が見られます。   

下流部の三池干拓内橋では、平成 26年度か    

ら 28年度は環境基準値に適合していました 

が、平成 29年度は適合しませんでした。 

上流部の塚崎橋は、環境基準値に適合し     

ていない状況が続いています（図 2-2-2）。 

 

イ 堂面川水系   

堂面川水系は、二級河川の堂面川（本流）、白銀川、長溝川及び白銀川放水路のほか、

手鎌南川や手鎌野間川など多くの支流があり、農業用水に利用されています。流域には住

宅地が密集し、生活排水が水質汚濁の主な原因となっています。 

白銀川下流部では、潮止堰の影響で水が停滞した状況が続いています。 

 

(ｱ) 堂面川   

下流部の新堂面橋では緩やかに低下し、平成

24年度から、上流部の御幸返橋でも低下傾向に

あり、平成 27年度からは環境基準値付近で推

移しています（図 2-2-3）。 

                                                            

図 2-2-3 堂面川のＢＯＤ（75％値） 

(ｲ) 白銀川            

上流部の三池電力所横井堰は、環境基準に

適合した状況で推移しています。下流部の新

川橋は、環境基準に適合していない状況で推

移していましたが、平成 26年度からは、環境

基準に適合しています（図 2-2-4）。 

 

 

図 2-2-4 白銀川のＢＯＤ（75％値） 

  

 
図 2-2-2 隈川のＢＯＤ（75％値） 
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ウ 大牟田川水系    

大牟田川は、市の中心部を流れる二級河川で、

一部を除き全てコンクリート三面張りです。上

流部には住宅団地、工業団地等があり、工場地

帯から市街地を経て有明海に注いでいます。自

然水量がほとんどなく、生活排水や工場排水が

流入し、藻類の発生が見られます。公共下水道

の整備が進み、五月橋では類型指定が見直され

た後も環境基準に適合した状況で推移していま

す（図 2-2-5）。 

 

エ 諏訪川水系   

諏訪川（熊本県では「関川」）は、南関町に

水源を有し、荒尾市を経て大牟田市を流れる二

級河川です。農業用水のほかに、平成 23年度ま

では本市の水道水源にも利用されていました。 

上流部の馬場町取水堰では、平成 29年度は環   

境基準に適合していません。下流部の三池鉄道 

河口鉄橋では、類型指定が見直された後も環境  

基準に適合しています（図 2-2-6）。 

 

２ 水質汚濁防止対策    

（１） 生活排水対策  

平成 17年３月 31日に大牟田市全域が県知事から「生活排水対策重点地域」の指定を受け、

市では平成 18 年３月に生活排水対策推進計画の策定を行い、公共下水道の整備や浄化槽の

普及促進などのハード事業を推進するとともに、啓発事業を行い、市民と行政が一体となっ

た生活排水対策を推進しています。 

平成 29 年度の生活排水処理形態別人口に基づく生活系ＢＯＤ排出負荷量は、生活排水処

理人口が増加したことにより、1,871㎏/日となり平成 28年度より 100㎏/日減少しています

（表 2-2-5）。 

 

        表 2-2-5 生活系ＢＯＤ排出負荷量         （kg/日） 

 
 
 
 
 
 

※ 生活系ＢＯＤ排出負荷量は、ＢＯＤ発生原単位に生活排水処理形態別人口を乗じて算定 

※ 市内人口の内、みやま市の飯江川へ排出する四箇地区のＢＯＤ排出負荷量（3.5kg/日）は除く 

 

年 度 
Ｈ28年度 

実績 

Ｈ29年度 

実績 
増 減 

生活系ＢＯＤ 

排出負荷量 
1,971 1,871 △100 

図 2-2-5 大牟田川のＢＯＤ（75％値） 

※ 平成 25年度以前（下流:Ｅ類型－環境基準 10mg/L） 

図 2-2-6 諏訪川のＢＯＤ（75％値） 

※ 平成 25年度以前（下流:Ｄ類型－環境基準 8mg/L） 

 

※ 

※ 
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ア 生活排水処理形態別人口 

平成 29年度の生活排水処理人口は 73,762人となり、流域人口に対する割合である生活排

水処理率は 63.7％で前年度から 1.6ポイント上昇しました（表 2-2-6）。 

表 2-2-6  生活排水処理形態別人口 

生活排水処理形態 
平成 28年度 

実績 

平成 29年度 

実績 
増 減 

生活排水処理人口 72,794 73,762 968 

 公共下水道人口 50,380 52,195 1,815 

合併処理浄化槽人口 22,414 21,567 △847 

生活排水未処理人口 44,430 42,041 △2,389 

 単独処理浄化槽人口 3,639  3,510 △129 

くみ取り人口 40,791 38,531 △2,260 

自己処理人口 0      0 -  

流域人口合計 117,224 115,803 △1,421 

生活排水処理率 62.1％ 63.7％ 1.6 
※ 生活排水処理率は、みやま市の飯江川へ排出する四箇地区の人口 92 名を含めた

行政区域人口で算出 

 

イ 水辺空間の整備 

平成９年度の河川法改正に伴い、河川改修に際しては、生物の生息場所の確保や植物の生

育環境の保全に配慮するため多自然型護岸整備が行われており、平成 29 年度は、市営隈川

などが整備されました。 

 

ウ 啓発事業 

生活排水対策について市民の理解や取組を広めていくために、情報の提供や出前講座の開

催など啓発に努めています。 

 

エ 調査事業 

 平成 29年度は生活排水が流入する水路の水質調査を実施しました。（79ページ資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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（２） 事業場対策   

県は、県内の公共用水域の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法に基づき、工場・事 

業場（以下「事業場」という。）排水の監視や水質事故時の措置などの対策を行っています。 

市は、県職員の併任辞令によって県業務の一部を実施しています。また、市内の主要な事 

業場と公害防止協定や環境保全協定を締結し、協定に基づく事業場排水の監視を行っています。 

事業場対策の分類と県と市の役割分担を表 2-2-7に示します。 

 

表 2-2-7 事業場に対する水質汚濁防止対策の分類と県、市の役割分担 

根 拠 業 務 内 容 県 市 

水質汚濁防止法 

特定施設※１設置等の届出 
受付  ○※３ 

受理・計画変更命令 ○  

特定事業場※２排水の監視 
立入検査 ○ ○※３ 

改善命令・勧告等の指導 ○  

事故時の措置 

立入検査 ○ ○※３ 

応急措置命令 ○  

事故状況報告 
受付  ○※３ 

受理 ○  

罰則の適用 ○  

公害防止協定 

環境保全協定 

協定締結事業場排水の監視 

立入検査  ○ 

改善指導 ○※４ ○ 

自主測定報告の受付 ○※４ ○ 

事故時の措置 

立入検査  ○ 

事故状況報告 
受付  ○ 

受理 ○※４ ○ 

公害紛争処理法 市民からの苦情・通報対応 立入検査・改善指導  ○ 

※1 一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令別表第 1に定めるもの 

※2 特定施設を設置する工場又は事業場 

※3 県職員併任業務として、県の委任を受け市が行っているもの 

※4 企業と行政 4者（福岡県、熊本県、荒尾市、大牟田市）で締結している協定に限る 

 

 

ア 特定施設の届出状況   

水質汚濁防止法では、法で定める特定施設、有

害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、その設置

や構造の変更等について、県知事への届出を義

務付けています。 

平成 29 年度中に県が受理した、市内の届出

数は表 2-2-8 のとおりです。 

平成 29 年度末における市内の特定事業場の

総数は 215事業場で、そのうち１日の平均的な

排水量が50ｍ３以上の特定事業場数は40事業場

です。 

 

 

 

表 2-2-8 
水質汚濁防止法特定施設等の届出状況 

（平成 29年度） 

内   容 届出数 

第 5条 設置届 

第 1項 10 

第 2項 0 

第 3項 3 

第 6条 使用届 第 1項 0 

第 7条 変 更 届 27 

第 10 条 
氏名変更届 6 

廃 止 届 12 

第 11 条 承 継 届 1 
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イ 協定締結状況（水質関係）    

市では、地域の環境の保全を図る

ために、事業者と公害防止協定や環

境保全協定を締結しています。 

協定を締結している事業場のうち、

表 2-2-9 の 10 事業場は、排水水質

の自主測定結果を定期的に市に報

告しています。また、他社の排水を

受け入れて処理している三井化学

㈱と三池製錬㈱については、立入検

査を行っています。 

 

 

ウ 立入検査   

市では、県と連携して、定期的に事業場への立入検査を行い、排水の水質検査や排水処理

施設等の維持管理状況の調査を行っています。 

平成 29年度の立入検査件数と排水基準不適合件数、その後の措置件数は表 2-2-10のとお

りです。水質汚濁防止法に基づく立入検査では、大規模事業場２件が基準を超過しており、

県と市で行政指導を行いました。協定に基づく立入検査では、基準超過はありませんでした。 

 

 

 

表 2-2-9 協定等に基づく排水監視対象事業場 

（平成 29年度） 

事業場名 
立入検査 報告 

受付 水濁法 協 定 

三井化学㈱大牟田工場 ○ ○ ○ 

三池製錬㈱ ○ ○ ○ 

全農エネルギー㈱ － － ○ 

昭和アルミニウム缶㈱ ○ － ○ 

KM アルミニウム㈱ ○ － ○ 

㈱三池火力発電所（三池発電所） ○ － ○ 

㈱シグマパワー有明（三川発電所） ○ － ○ 

西久大運輸倉庫㈱ － － ○※ 

田村㈱大牟田工場 － － ○※ 

三光㈱荒尾工場 － － ○ 

※産業振興課受付 

表 2-2-10 事業場への立入検査、改善命令、行政指導、罰則の適用の状況 

（平成 29年度） 

分  類 

 

内  容 

特定事業場立入件数 
計 

大規模※１ 小規模※２ 

事業場 延べ 事業場 延べ 事業場 延べ 

数 件数 数 件数 数 件数 

水
質
汚
濁
防
止
法 

第 22条 

立入検査※３ 27 30 2 2 29 32 

（排水基準超過） （2） （2） （0） （0） （2） （2） 

（指導基準※４超過） － － （0） （0） （0） （0） 

第 13条 
改善命令 0 0 0 0 0 0 

一時停止命令 0 0 0 0 0 0 

第 23条 措置要請 0 0 0 0 0 0 

第 31条 罰則（直罰）の適用 0 0 0 0 0 0 

行政指導 2 2 0 0 2 2 

協
定 

立入検査※３ 2 7 - - 2 7 

（基準超過） （0） （0）   （0） （0） 

行政指導 0 0 0 0 0 0 

※1 排水量 50ｍ３/日以上の特定事業場 水濁法の排水基準が適用される 

※2 排水量 50ｍ３/日未満の特定事業場 生活環境項目については、水濁法の排水基準が適用されない 

※3 排水の水質分析を実施していない立入検査を除く 

※4 「福岡県小規模事業場排水水質改善指導要領」の指導基準 
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エ 水質事故時の措置   

事業場起因の水質汚濁には、何らかの事故によって、突発的に発生するものがあります。

水質汚濁防止法と県条例では、事業者に対して、水質事故の場合の応急措置や県知事への届

出を義務付けています。本市では、県と連携して水質事故時における適切な措置の徹底を図

っています。 

平成 29 年度は、汚水漏洩事故が２件、油漏洩事故が３件ありました。それぞれ速やかに

応急措置が行われ、原因調査と対策が実施されました。 

 

オ 苦情・通報対応  

事業場の排水に対する市民からの苦情や通報があった際には、現地を調査し、必要に応じ

て、立入検査や改善指導を行っています。 

平成 29 年度は、特定事業場以外の事業場に対して６件の苦情及び通報がありました。市

では延べ７回、現地調査や事業者への協力要請等の対応を行いました。 

 

３ 大牟田川関連ダイオキシン類調査  

（１） 概要 

 平成 12 年５月に環境基準を超えるダイ

オキシン類が検出された大牟田川ダイオキ

シン問題は、福岡県において原因調査が実

施され、その後の恒久対策として、環境対

策事業を実施し、事業は平成 25年度に終

了しました。 

環境基準超過が判明した後、大牟田川と

有明海でモニタリング調査を県は平成 27

年度まで、市は毎年、実施しています。 

 

（２） モニタリング調査結果 

平成 25年度で工事が完了したことに 

伴い、市調査は平成 28年度に調査地点 

の見直しをしました（図 2-2-7）。 

モニタリング調査結果については、全て  

の地点において環境基準値以下でした 

（表 2-2-8）。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-7モニタリング調査地点 

0.1

1

10

100

H12 13 17 21 25 29

県調査大牟田川 

県調査有明海 

市調査有明海 

環境基準 

(pg-TEQ/L) 

H12.5 検出時  

H12.9 川底目地補修後 

図 2-2-8 モニタリング調査結果の推移 

※平成 12年度は五月橋 13年度以降調査地点の平均値を示す 
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第３節 浄化槽の整備   

公共用水域等の水環境を保全し、生活環境の向上を図るため、昭和63年度から、下水道事業

計画区域外の地域において浄化槽設置整備事業による補助制度を開始し、合併処理浄化槽の普

及促進を図っています。 

さらに、生活排水対策を推進するため、平成23年度から合併処理浄化槽設置補助金の上乗せ

を行っています。 

また、浄化槽の機能が十分発揮されるよう、設置工事の審査や維持管理に関する啓発指導に

努めています。 

 

１ 設置状況 

平成 29 年度末現在の合併処理浄化槽の総設置基数は 5,354 基で、公共下水道の進捗等によ

る浄化槽の廃止が増加し前年度から140基減少しました。単独処理浄化槽の総設置基数は1,142

基で、前年度から 25基減少しました（図 2-3-1）。 

平成 29年度新規に設置された合併処理浄化槽は 114基で、補助申請は 72基でした。昭和 63

年度から平成 29年度までの補助対象基数は、5,638 基です（80ページ資料参照）。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

２ 管理・指導 

浄化槽工事基準に基づき適正な施工が行われるよう、「浄化槽補助事業説明会」と浄化槽管

理士の技術の向上を図るため、「浄化槽維持管理実務講習会」を実施しました。 

浄化槽の設置工事及び維持管理が適正に行われているか確認するために、指定検査機関によ

る７条検査（使用開始後３ヶ月を経過した日から５ヶ月以内）と 11 条検査（その後１年に１

回）が義務付けられています。 

平成 29 年度の受検率は、７条検査が 100％、11 条検査が 95.5％でした。このうち適正と判

定されたのは、７条検査が 100％、11条検査が 96.2％で、おおむね適正な使用及び維持管理が

0
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7000
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S63 H5 H10 H15 H20 H25 H29

設置基数 

合併処理浄化槽 

単独処理浄化槽 

図 2-3-1 合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽設置基数の推移 
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行われています。不適正と判定された場合は、指定検査機関と連携して、浄化槽の設置工事業

者及び維持管理業者へ改善指導を行っています。 

 

３ 普及啓発  

 浄化槽は、短期間の工事で、乗用車１台分の敷地があれば設置可能などの特徴があり、住宅

単位で生活排水の処理ができることから、地域における生活排水対策として大変有効であると

考えています。 

  

（１） 上乗せ補助制度 

平成 23 年度から下水道計画区域外の地域、平成 24 年 10 月からは下水道事業計画区域外

の地域で、自己が所有し、かつ居住する既存住宅において、くみ取り便槽又は単独処理浄化

槽から 10 人槽以下の合併処理浄化槽へ切り替える方に対して、浄化槽の本体工事基準額の

90％相当額まで上乗せする補助制度を追加しています。 

上乗せ補助制度は、設置者の費用負担が少ないことから広報おおむたや市ホームページへ

掲載するとともに、職員による開発団地や市街化調整区域のくみ取り世帯及び単独処理浄化

槽世帯への戸別訪問を実施し、市民周知を図っています。 

さらに、上乗せ補助地域の町内公民館での説明会を行いながら浄化槽の普及啓発に努めて

います。 

 

（２） 浄化槽の日 

毎年 10月 1日は、「浄化槽の日」です。この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄

化槽法」（昭和 58年５月 18日公布法律第 43号）が、昭和 60年 10月 1日に施行されたのを

記念して、昭和 62年に当時の厚生省、建設省、環境庁の３省庁の主唱により設けられました。 

  「浄化槽の日」を中心に、「浄化槽の周知徹底」と「合併処理浄化槽の普及促進」を図る

ことを目的に、「浄化槽の日」実行委員会主催の全国浄化槽大会等の中央行事の他、全国各

地で浄化槽関連行事が行われます。本市においても、啓発用ポスターの掲示やパンフレット  

を活用し啓発活動に取り組んでいます。 

             

                                            

     

 

 

 

 

 

 

 

ポスター              パンフレット 
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第４節 騒音・振動 

本市の騒音･振動環境は、大規模な工場群と住宅街が比較的近接している地域特性がありま

す。近年は、規制の対象外である住宅街での近隣騒音や建設作業などによる一時的な騒音に係

る苦情が顕著となっています。 

 

１ 騒音・振動と環境基準及び要請限度 

（１） 騒音・振動の特徴 

騒音・振動は、影響範囲が比較的狭く、

局地的な環境問題です。また、その主な

被害は感覚的・主観的であり、蓄積され

ないという特徴があります。 

騒音・振動の強弱はそれぞれ音圧レベ

ル・振動レベルと呼ばれ、いずれもデシベ

ル（dB）という単位で表します。 

身近な音と音圧レベルの関係を表

2-4-1 に、振動の感じ方と振動レベルの

関係を表 2-4-2にそれぞれ示します。 

 

（２） 環境基準と要請限度 

騒音の環境基準は、環境基本法に基づ

き、「生活環境を保全し、人の健康の保

護に資する上で維持されることが望まし

い基準」として、地域の用途に応じてい

くつかの類型に区分して定められていま

す。なお、振動には環境基準は定められ

ていません。 

また、自動車騒音や道路交通振動につ

いては、環境基準とは別に要請限度が定

められています。要請限度を超える自動

車騒音や道路交通振動によって、道路周

辺の生活環境が著しく損なわれていると

認められる場合は、県公安委員会や道路

管理者（振動のみ）に対して必要な措置

を要請することが出来ます。 

騒音・振動の環境基準・要請限度をそ

れぞれ表 2-4-3と表 2-4-4 に示します。 

  

表 2-4-1 騒音の大きさの目安 

音圧レベル 

（dB） 
目 安 

110 自動車の警笛（前方 2m） 

100 電車が通るときのガード下 

90 カラオケ（店内中央）、大型トラック 

80 ピアノの演奏（前方 1m）、地下鉄の車内 

70 電話のベル、幹線道路の沿道 

60 普通の会話 

50 エアコンの室外機 

40 図書館の中、静かな住宅地（昼） 

30 ささやき声、郊外の深夜 

 

    表 2-4-2 振動の大きさの目安      

振動レベル 

（dB） 
震度 人の感覚・屋内状況 

55以下 0 人は揺れを感じない。 

55～65 1 
屋内にいる人の一部が、わずかな

揺れを感じる。 

65～75 2 

屋内にいる多くの人が、揺れを感

じる。 

電灯などのつり下げ物が、わずか

に揺れる。 

75～85 3 
屋内にいる人のほとんどが、揺れ

を感じる。 

85～95 4 

眠っている人のほとんどが、目を

覚ます。 

つり下げ物は大きく揺れ、棚にあ

る食器類は音を立てる。 

95～105 5弱 
一部の人は、行動に支障を感じる。 

つり下げ物は激しく揺れる。 

95～105 5強 

多くの人が、行動に支障を感じる。 

棚にある食器類、書棚の本の多く

が落ちる。 

105～110 6弱 立っていることが困難になる。 

105～110 6強 
立っていることができず、はわな

いと動くことができない。 

110以上 7 
揺れにほんろうされ、自分の意思

で行動できない。 
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表 2-4-3 騒音に係る環境基準及び要請限度  （単位：dB） 

都市計画法の用途地域 
地域 

類型 

一般地域の 

環境基準 

道路に面する地域の環境基準及び要請限度 

車線を有する

道路に面する

地域の基準等 

二車線以上の

車線を有する

道路に面する

地域の基準等 

幹線交通を担

う道路に近接

する空間の特

例基準等 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

Ａ 

類型 

昼間 55 55 (65) 60 (70) 70 (75) 

夜間 45 45 (55) 55 (65) 65 (70) 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

市街化調整区域等 

Ｂ 

類型 

昼間 55 55 (65) 65 (75) 70 (75) 

夜間 45 45 (55) 60 (70) 65 (70) 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

Ｃ 

類型 

昼間 60 65 (75) 65 (75) 70 (75) 

夜間 50 60 (70) 60 (70) 65 (70) 

工業専用地域 － 環境基準・要請限度は適用されない 

※ 昼間を午前 6時から午後 10時までの間とし、夜間を午後 10時から翌日の午前 6時までの間とする 

※ 幹線交通を担う道路に近接する空間とは、対象となる道路端から横断方向に、当該道路が 2 車線以

下の場合は 15m、2車線を超える場合は 20mの範囲とする 

※ 道路に面する地域の基準等のうち、（ ）内は要請限度 

※ 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道

部分をいう 

※ 幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、県道、4 車線以上の市道及び一般自動車道

であって都市計画法施行規則第 7条第 1号に定める自動車専用道路をいう 

※ 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB以下、夜間にあっては 40dB以

下）によることができる 

 

 表 2-4-4 道路交通振動に係る要請限度（単位：dB） 

都市計画法の用途地域 地域類型 昼間 夜間 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

市街化調整区域等 

第 1種区域 65 60 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

第 2種区域 70 65 

工業専用地域等 － 適用されない 

※ 昼間を午前 8時から午後 7時までの間とし、夜間を午後 7時から翌日の午前 8時までの間とする 
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２ 騒音・振動の状況 

本市では、一般地域での騒音の環境基準の適合状況や平成 24 年度から自動車騒音常時監視

（面的評価）、また国道 208 号沿線（市役所前）では自動車騒音・道路交通振動（要請限度）

の推移を把握するため、継続的に測定、監視しています。 

 

（１） 一般地域の騒音 

平成 29 年度はＢ類型の２地点

で24時間騒音測定を行いました。

いずれも、環境基準を達成してい

ました。測定結果を表 2-4-5 に示

します。 

 

 

 

（２） 自動車騒音常時監視（面的評価） 

面的評価とは、幹線道路に面した地域（道 

路端から 50メートルの範囲）において、個 

々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基 

準を超過する住居等戸数の割合を算出するこ 

とにより評価を行います。 

平成 29年度は、国道 208号線の不知火町 

 から東新町までの計 1.6kmの計評価区間につ 

 いて面的評価を行いました。対象となる住居 

等は 191戸で、昼夜とも環境基準を達成した 

戸数は 190戸（99.5%）でした。評価結果を 

表 2-4-6に、評価対象区間（道路交通センサス調査区間）を図 2-4-1に示します。 

 

表 2-4-6 面的評価結果 

※ 環境基準：昼間 70dB、夜間 65dB（幹線交通を担う道路に近接する空間における特例） 

※ 近接空間：道路端から 0～20m（2車線以下は 0～15m） 

※ 非近接空間：20～50m（2車線以下は 15～50m） 

 

 

 

 
昼夜とも基準値以下 昼のみ基準値以下 夜のみ基準値以下 昼夜とも基準値超過 

戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 戸数 割合（％） 

全戸数 

（191戸） 
190 99.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 

近接空間 

（96戸） 
96 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

非近接空間 

（95戸） 
94 98.9 0 0.0 1 1.1 0 0.0 

表 2-4-5 一般地域の騒音測定結果 

地域 

類型 
測定地点 

地図 

記号 

騒音レベル 

（dB） 

環境基準 

適合状況 

Ｂ類型 

恵比須町 

綿積神社 

南側 

① 

昼 44 55 ○ 

夜 40 45 ○ 

Ｂ類型 

中白川町 

中白川団地内公園 

東側 

② 

昼 42 55 ○ 

夜 37 45 ○ 

※ ○は適合、×は不適合を示す 
※ 地図記号は、図 2-4-2に対応 
※ 詳細な測定地点、測定データ等は資料編参照 

図 2-4-1 道路交通センサス調査（評価）区間 
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（３） 国道 208号における騒音・振動の定点測定 

平成 29年度は市役所前で自動車騒音測定（昼間 6：00～22：00、夜間 22：00～6：00）

及び道路交通振動測定（昼間 15：00～18：00、夜間 19：00～22：00）を行いました。 

測定結果を表 2-4-7に示します。騒音・振動測定結果は昼夜ともに要請限度を十分下回る

レベルでした。 

 表 2-4-7 国道 208号自動車騒音及び道路交通振動の定点測定結果 （単位：dB） 

測定地点 
地図 

記号 
区分 

騒音適合状況 振動適合状況 

等価騒音ﾚﾍﾞﾙ 

（LAeq） 
要請限度 

80%レンジの上端値 

（L10） 
要請限度 

国道 208号線 

（市役所前広場） 
Ａ 

昼 65 75 36 70 

夜 59 70 33 65 

※ 地図記号は、図 2-4-2に対応  ※ 詳細な測定地点、測定データ等は資料編参照 

 

３ 騒音･振動規制の取組 

事業活動や建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音や振動については、騒音規制法、

振動規制法、福岡県条例（振動除く）などの法令等で規制されています。 

また、これらの法令では、自動車騒音や道路交通振動についても許容限度を定めています。

市は、これらの法令に基づいて、発生源の監視･指導を行っています。 

 

（１） 法令等による規制基準 

工場や事業場に設置される施設のうち、

著しい騒音や振動を発生する施設で政令

で定めるものを特定施設といい、その工

場･事業場を特定工場等といいます。また、

建設工事として行われる作業のうち、く

い打ちなど著しい騒音・振動を発生させ

る作業で政令で定めるものを特定建設作業といいます。 

指定地域（市が指定した地域）内で特定施設を設置しようとする者や特定建設作業を伴う

建設工事を施工しようとする者には、事前の届出と規制基準の遵守が義務付けられています。 

騒音、振動の特定工場等及び特定施設の届出数を表 2-4-8に示します。 

また、平成 29 年度は、騒音に関する特定建設作業８件、振動に関する特定建設作業５件

の届出がありました。 

 

（２） 監視・指導 

騒音に係る主な特定工場等に対しては、夜間騒音を測定し、規制基準の遵守状況を監視し

ています。平成 29年度は６地点（図 2-4-2）で夜間騒音測定を行い、全て規制基準に適合し

ていました（表 2-4-9）。また、特定建設作業については、事前届出の際に遵守事項の指導

を行っています。 

 

表 2-4-8 特定工場数と特定施設届出数 

（平成 30年 3月 31日現在） 

法   令 特定工場数 特定施設数 

騒音規制法 144  1,657 

福岡県条例（騒音） 10 12 

振動規制法 59 374 

（平成 29年 3月 31日現在） 
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表 2-4-9  夜間騒音測定値の規制基準適合状況 

地区 
測 定 地 点 

地域 

区分 

地図 

番号 

測定 

結果 

規制基準 

適合状況 
工 場 名 測定場所 

浅牟田 

㈱ヤヨイサンフーズ九州工場 西側高台 第 4種 １ 53 65 ○ 

三井化学㈱大牟田工場 三連冷却塔西側 第 4種 ２ 63 65 ○ 

エスジーケミカル㈱ 
カルサイン工場西

側 
第 4種 ３ 50 65 ○ 

横須 
デンカ㈱大牟田工場 正門南側 第 4種 ４ 52 65 ○ 

三池製錬㈱横須工場 鉱さい処理南側 第 4種 ５ 60 65 ○ 

健老 大牟田リサイクル発電㈱ 南側 第 4種 ６ 58 65 ○ 

※ 単位は dB、○は適合、×は不適合を示す 

 実施日：平成 29年 11月 28日～29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2 環境騒音及び主要工場の測定地点 

 

 

①  

② 

Ａ 

○エ  

○ア  

○イ  
○ウ  

○オ  

各測定地点凡例 

○1 ,○2  環境騒音 

Ａ   国道 208号騒音・振動 

１～６ 主要工場騒音 
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第５節 土壌    

土壌汚染については、土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法、農用地土壌汚染防

止法の３つの法律に基づき、県が対策を実施しています。市は、県業務の一部の委任を受ける

など、県と連携して対策を実施しています。 

 

１ 土壌汚染対策法に基づく対策 

（１） 土壌汚染対策法とは 

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康の被

害防止に関する措置を定めること等により土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護す

ることを目的（法第１条）として平成 14年５月に公布されています。 

法では、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものと

して、26物質が対象物質（特定有害物質）として指定されています（法第２条）。 

 

（２） 土壌調査から区域指定まで 

県は土壌汚染状況調査結果（基準不適合）の報告を受けたとき、土壌汚染により人の健康

被害が生ずるおそれがある場合には、「要措置区域」に指定し、土地所有者等に対して汚染

の除去等の措置を講じるよう指示します。一方、土壌汚染により人の健康が生ずるおそれが

ない場合には、「形質変更時要届出区域」に指定します。 

○ 有害物質使用特定施設の使用の廃止時の調査義務（法第３条） 

水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用廃止時には、土地所有者等に土壌調査の

義務が発生します。ただし、土地の利用方法から土壌汚染による人の健康被害が発生する

おそれがないと県の確認を受けた場合には、土壌調査が一時的に免除されます。 

○ 土地の形質変更の届出時の調査命令（法第４条） 

 3,000㎡以上の土地の形質を変更（掘削・盛土の合計）しようとする時には、着手の 30 

日前までに届出をする必要があり、届出の土地に土壌汚染のおそれがあると認める時には 

土地所有者等に土壌調査命令が発出されます。 

○ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると県知事が認めた時の調査命令（法第５条） 

土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認める場合は、土地所有者等に土 

壌調査命令が発出されます。 
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（３） 法施行状況 

平成 29年度の施行状況は次のとおりです（表 2-5-1・表 2-5-2）。 

表 2-5-1 土対法届出処理状況 

条  項 届出の種類 件数 

法第 3条第 1項但書 土壌汚染対策法第 3条第 1項ただし書きの確認申請書 2 

法第 4条第 1項 一定規模以上の土地の形質の変更届出書(報告書を含む) 4 

法第 54条第 1項 土地利用報告書 17 

計 23 

 

表 2-5-2 形質変更時要届出区域の指定状況 （平成 30年 3月 31 日現在） 

 

２ ダイオキシン類対策 

県は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成 12 年度から県内の土壌中ダイオキシ

ン類の環境調査を行っています。市内の調査結果は、表 2-5-3 のとおりです。調査開始以降、

全ての地点で環境基準に適合しています。 

表 2-5-3 土壌中ダイオキシン類の調査結果 （福岡県調査） 

年

度 

調査 

年月日 

一般環境 発生源周辺 

調査場所 結果 調査場所 結果 発生源 

H25 H25.8.6 － － 中友公園 0.0050 大牟田ﾘｻｲｸﾙ発電㈱  

H26 H26.6.9 － － たくま公園 ND 三池製錬㈱横須工場 

H27 H27.7.27 － － 入船町公園 0.058 
日本コークス㈱三池リ

サイクルセンター 

H28 （未実施）      

H29 H29.7.26 － － 緑地運動公園 5.2 三西開発㈱ 

※ 環境基準：1,000pg-TEQ/g   ND:検出下限値未満              （単位：pg-TEQ/g） 

 

 

指定年月日 形質変更時要届出区域の所在地 区域の面積 
指定に係る特定 

有害物質の種類 

平成 23年 1 月 14日 大牟田市健老町 475番 2の全部 8,950.03 ㎡ 
ほう素及びその化

合物 

平成 23年 4 月 22日 大牟田市四山町 80 番 99 1,957.08 ㎡ 
ふっ素及びその化

合物 

平成 26年 9 月 2日 

大牟田市四山町 79 番 27、79 番 28、

79番 29、79番 30、79 番 31、79番 33、

79番 34、101番 1、101番 12、101 番

13 及び 101番 14 

59,234.87 ㎡ 

ふっ素及びその化

合物 

ほう素及びその化

合物 

鉛及びその化合物 

平成 27年 10月 20日

（一部追加） 

平成 28年 1 月 26日 

大牟田市新港町 1番 322の一部 2,700 ㎡ 
鉛及びその化合物 

カドミウム及びそ

の化合物 
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３ 農用地対策 

昭和 45 年に三井金属鉱業（株）三池製錬所からの排煙と排出水による農用地のカドミウム

汚染が判明しました。基準値以上の米が生産される地域は、県が農用地土壌汚染対策地域に指

定（表 2-5-4）し、玄米中のカドミウム濃度調査や客土工事などの汚染防止対策を実施してい

ます。 

表 2-5-4 カドミウム汚染地域の地域指定状況 

指定地域 指定要件 指定根拠 
指定 

機関 
指定日 

農用地土壌汚染

対策地域 

1 

号  

玄米中のカドミウム濃度が0.4ppmを

超える地域 農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律

第 3条 

県 

S48.8 

H5.6 

H16.11 

H26.4 

（一部指定

解除有） 

2   

号  

1 号地の近傍でカドミウム濃度が

0.4ppmを超えるおそれが著しい地域 

カドミウム環境

汚染要観察地域 

成人平均 1 日当たりのカドミウム摂取量が

0.3mg 以上の地域 

カドミウムによる環

境汚染暫定対策要領 
国 S46.1 

カドミウム環境

汚染要観察地域

に準ずる地域 

要観察地域以外で玄米中のカドミウム濃度

が 0.4ppm 以上の地域 

S45.11.25 食糧庁通

達 
県 

S47.12 

（順次見直

し有） 

 

（１） 玄米中のカドミウム濃度調査 

平成 29年度は、県による玄米中のカド 

ミウム濃度調査が７地点で実施されまし 

た。その結果、濃度が 0.4ppmを超える玄 

米は検出されませんでした（表 2-5-5）。 

 

（２） 汚染防止・除去対策 

農用地の汚染防止・除去対策には、恒久対策と応急対策 

 の２種類があります。恒久対策とは、汚染された農地を健 

全土壌に復旧する客土工事等です。恒久対策が完了するま 

での間は、応急対策として吸収抑制資材の散布や水管理など 

でカドミウム含有米の生産抑制を図っています。また、汚染米が流通しないよう、カドミウ

ム含有量が 0.4ppmを超える玄米は原因企業が買上げています。 

 

ア 恒久対策 

現在、農用地土壌汚染対策地域として３地区が指定されています（表 2-5-6）。 

また、昭和開北部第二地区において客土工事が進められており、平成 32 年度に完了する

予定です。 

 

 

 

 

地点名 分析値（ppm） 

№ 1 0.03 

№ 2  0.27 

№ 3 0.06 

№ 4 0.11 

№ 5 0.14 

№ 6 0.17 

№ 7 0.21 

表 2-5-5 玄米中のカドミウム濃度調査結果 

【農用地土壌汚染対策地域内】（平成 29年度） 

（資料提供：市農林水産課） 
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イ 応急対策 

県が策定するカドミウム含有米の生産防止計画に基づき、県の補助でカドミウムの吸収を

抑制する土壌改良資材を配布しました。また、水管理などの技術指導を行いました。 

 

表 2-5-6 農用地土壌汚染対策地域の指定・解除の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 
面積 

（ha） 
指定日 指定解除日 備考 

昭和開地区 38.19 
S48.8.30 

H5.6.30〔追加〕 
H17.2.22 H9～10年度に客土工事実施（完了） 

昭和開西部地区 44.53 H16.11.4 H23.6.9 H17～21年度に客土工事実施（完了） 

昭和開北部地区 55.42 H16.11.4 H27.4.28 H21～25年度に客土工事実施（完了） 

昭和開北部第二地区 32.09 H26.4.30  H29から客土工事実施中 

北部地区※ 55.17 S48.8.30   

南部地区※ 30.06 
S48.8.30 

H5.6.30〔追加〕 
  

※ 北部地区：唐船、下白川、手鎌、横須の一部 

※ 南部地区：馬場町、沖田町、藤田町の一部 
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表 2-6-1 対象化学物質と対象事業者 

対象化学物質 

人の健康を損なうおそれ、又は動植

物の生息もしくは生育に支障を及ぼ

すおそれがあると認められるものな

ど 462 物質 

対 象 事 業 者       

次の 3 つの条件にすべてあてはまる

事業者 

①金属鉱業、製造業などの 24 業種 

②従業員数 21 人以上 

③いずれかの第一種指定化学物質の

年間取扱量が 1 トン以上(特定第一

種指定化学物質の年間取扱量が0.5

トン以上)である事業所 

 

第６節 化学物質対策（ＰＲＴＲ制度）  

現在、国内に流通している化学物質は推計で数万種類といわれて

おり、原材料から合成洗剤、化粧品、農薬、医薬品といった身近な

製品に至るまで広く利用されています。 

一方、環境中に排出された化学物質の中には、環境汚染を引き起

こすものもあり、これまで様々な法律によって物質ごとに規制を行うなどの対応がとられてき

ました。しかし、従来の規制的手法だけでは化学物質の使用量削減や管理面で十分ではなく、

化学物質の新たな管理の仕組みとして、ＰＲＴＲ制度が平成 13年度から導入されました。 

 

１ ＰＲＴＲ制度の概要 

ＰＲＴＲ制度とは、平成 12 年３月施行

された「特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

に基づき、毎年、どんな化学物質が、どこ

からどれだけ排出・移動（廃棄）されてい

るかを知るための仕組みです。情報の公開

という手段によって、事業者自身による管

理を促し、排出量や使用量などの削減につ

なげるという考え方に基づくものです。届出対象となる化学物質及び事業者は表 2-6-1のとお

りです。国は、届け出られたデータの集計と家庭や農地、自動車などから環境中に排出される

対象化学物質の量の推計を公表しています。 

 

２ 集計結果の概要 

平成 29年度は、平成 28年度の「排出量・移動量｣ 

についての届出があり、平成 30年３月に国、県に

より集計結果が公表されました。市内では 43事業

所から届出があり、排出量、移動量は表 2-6-2のと

おりです。排出量は 27年度（535ｔ）から 81ｔ（約

15％）減少し、移動量は 27年度（1,100ｔ）から

271ｔ（約 25％）増加しました。排出先は殆どが大

気に排出しており、移動量については全てが廃棄物

としての移動量となっております。 

ＰＲＴＲ制度に基づく排出量・移動量の集計結果

や個別事業所ごとのデータは環境省のホームページ

で公開されています。 

詳しくは、URL:http:// www.env.go.jp 

/chemi/communication/index.htmlから「ＰＲＴＲ

インフォメーション広場」をご参照ください。 

表 2-6-2 市内の排出量・移動量 

（平成 28年度） 

  
排出量・移動量 

（kg/年） 

排出量 

大気 424,212 

公共用水域 29,810 

土壌 0 

埋立 0 

計 454,022 

移動量 

下水道 0 

廃棄物 1,371,993 

計 1,371,993 

合   計 1,826,014 

 ※合計は各事業所から届け出られた当該デー 

タ（ダイオキシン類は除き小数第 1位まで） 

の合計について小数第 1位で四捨五入し整 

数表示したもの 
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第７節 公害健康被害補償   

昭和 48 年８月１日「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」に基づき、市内中央

部 17.71km２（全市面積の 23.3％、全市人口の 57.3％）が地域指定を受け、公害による健康被

害者の救済にあたってきました。 

昭和 49 年９月１日、新たに｢公害健康被害補償法｣が施行され、法に基づき被認定者等に対

する補償を行ってきました。 

また、本市独自の施策として、昭和 50 年９月１日「大牟田市特定呼吸器疾病患者健康被害

保護要綱」で法の適用を受けられない健康被害者のうち特定の要件を満たす被害者に対して、

公害病と認定し、法に準じた保護事業を行ってきました。さらに昭和 53 年１月１日「大牟田

市特定呼吸器疾病患者健康被害保護条例」で、法に基づく指定地域の周辺地域 12.48km2（全市

面積の 15.7％、全市人口の 17.5％）を指定 

し、昭和 55年 12月 31日まで申請を受け付 

け、法に準じた保護を行ってきました。 

昭和 63年３月１日、公害健康被害補償法 

の改正が行われ、「公害健康被害の補償等に 

関する法律」となり、第１種地域の指定が解 

除されて以降、大気汚染の影響による健康被 

害者の新規認定は行われていません。ただし、

この法に基づき、既被認定者等に対する補償 

給付及び公害保健福祉事業は継続して行われています。 

また、大気汚染による健康被害を予防し、地域住民の健康の確保を図るため、新たに健康被

害予防事業（環境保健事業、環境改善事業）が行われることになり、昭和 63 年度から推進し

ています。 

 

表 2-7-2  健康被害予防事業 

事 業 名 事   業  内  容 

環境保健事業 

機能訓練事業 

気管支ぜん息にかかったことがある児童・園児を対象として、当該疾患の

療養上有効とされる水泳訓練を行うことにより、当該児童･園児の健康の

回復、保持及び増進を図ります。 

健康相談事業 

市民を対象として、気管支ぜん息及びそれに関係のある疾患に関する相談

及び指導を行うことにより、当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の

健康の回復、保持及び増進に関する知識の普及及び意識の向上を図ります。 

健康診査事業 
乳幼児を対象として、問診を行い、適切な指導を行うことにより、気管支

ぜん息及びそれに関係のある疾患の発症の未然防止を図ります。 

環境改善事業 
当地域における大気環境の改善のため、総合的な計画を作成するとともに、

大気浄化植樹事業を実施しています。 

 

 

区  分 法 条 例 合 計 

慢性気管支炎 199 7 206 

気管支ぜん息 431 14 445 

ぜん息性気管支炎 0 0 0 

肺気しゅ 1 0 1 

合  計 631 21 652 

（平成 30年 3月 31日現在） 

 

表 2-7-1  疾病別被認定者数 
（市保健衛生課調べ 単位：人） 


